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水道法第20条登録水質検査機関

一般財 団法人 栃木 県

栃木県宇都宮市
電話 028(

No。 230517-0028   1/3頁

令和5年 05月 31日

水質検査部門管理者 毛塚

様

水質試験結果を次のとおり報告します。

試料名 井戸水

採取場所 揚水井の水

採取年月 日時刻 令和5年05月 17日 13時58分 水温 :15.0 ℃

外観 :無色

気温 :26.8 ℃ 天候 :晴

臭気 :無臭適用基準 水道水質基準R2.4.1

測 定 項 目 試 験 結 果 単 位 試 験 方 法 基 準 値

一般細菌

大腸菌

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シア
ン

硝酸態窒素及び亜硝酸

態窒素
フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4-ン
ヾ
オキサン

シスー1,2-シ
ヾ
クロロエチレン刀えてパ

トランスー1,2-シ
゛
クロロエチレン

シ
゛
クロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンセ
゛
ン

塩素酸

クロ,酢酸

クロロホlレム

シ
゛
クロロ酢酸

0

0,0003 未満

0.00005未満

0.001 未満

0,001 未満

0.001 未満

0.002 未満

0.004 未満

0,001 未満

1,3

0.08  未満

0。 1  未満

0,0002 未満

0,005 未満

0,004 未満

0.002 未満

0.001 未満

0,001 未満

0.001 未満

0.06  未満

0,002 未満

0.006 未満

0.003 未満

不検出

個/mL

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

100個/mL以下

検出されないこと

Cd:0.003mg/L 以下

Hg:0.0005mg/L じ火¬F

Se:0.01mg/L以下

Pb iO,01mg/L 以下

As : 0,01mg/L ヴ火 F

Cr6: 0.02mg/L ワ火¬F

O.04mg/L じ火千
・

CN:0,01mg/L け火ヨド

10mg/L ワ火ヨド

F1 0,8mg/L 以下

B: 1.Omg/L 以下

0.002mg/L 以下

0.05mg/L 以下

O.04mg/L ワ火ヨド

0.02mg/L け火F

O,01mg/L 以下

0,01mg/L 以下

0,01mg/L 以下

0,6mg/L以下

0.02mg/L 以下

0.06mg/L以下

0,03mg/L 以下
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令和5年05月 31日

水質検査部門管理者 毛塚水質試験結果を次のとおり報告します。

試料名 井戸水 Ψ

採取場所 揚水井の水

採取年月 日時刻 令和5年 05月 17日 13時58分

適用基準 水道水質基準R2,4.1

気温 :26.8 ℃ 天候 :晴

臭気 :無臭

水温 :15.0

外観 :無色

℃

測 定 項 目 試 験 結 果 単 位 試 験 方 法 基 準 値

シ
Sフヾ

ロモクロロメタン

臭素酸

総トルヽロメタン

ト,ク ロロ酢酸

フ
゛
ロモシ

゛
クロロメタン

フ
゛
ロモホルム

ホ,レムアルテ
゛
ヒト
゛

亜鉛及びその化合物

アルミユウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナト,ウム及びその化合物

マンカ
゛
ン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム・マク
゛
ネシウム等

(1更度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

シ
゛
ェオスミン

2-メチルイツホ
ヾ
ルネオール

)Fイオン界面活性剤

フェノいル菱買

有機物 (全有機炭素 (

TOC)の量)

pH布巨

(pH値測定時水温)

0,

0.

0,

0,

0。

0。

0,

0.

0.

0.

0.

8,

0,

6

50

120

0.

0,

0,

0.

0,

0。

6.

24

01

001

01

003

003

009

008

04

02

03

01

2

005

02  未満

000001未漸埼

000001末い漸苛

005 未満

0005  )に浙苅

3  未満

6

未満

未満

未満

未満

未満

未満

未満

未満

未満

未満

未満

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

℃

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労イ動省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

0.lmg/L 以下

0.01mg/L じ火ヨF

O.lmg/L 以下

0.03mg/L 以下

0,03mg/L 以下

0.09mg/L 以下

0.08mg/L以下

Zn i l,Omg/L 以下

Al :0。 2mg/L 以下

Fe :0。 3mg/L ワ火ヨF

Cu: 1.Omg/L 以下

Na: 200mg/L 以下

Mni O.05mg/L 以下

200mg/L 以下

300mg/L 以下

500mg/L 以下

0。 2mg/L 以下

0,00001mg/L 以下

0.00001mg/L ウス¬F

O.02mg/L 以下

0,005mg/L 以下

3mg/L 以下

5,8-8.6
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令和5年05月 31日

日光市長 粉川 昭一 様 栃木県宇都宮市下

電話 028

水質検査部門管理者 毛塚水質試験結果を次のとおり報告します。

試料名 井戸水 V
採取場所 揚水井の水

採取年月 日時刻 令和5年 05月 17日 13時58分

適用基準 水道水質基準R2,4.1

温

観

水

外

15,0

無色

気温 :26.8 ℃ 天候 :晴

臭気 :無臭

℃

測 定 項 目 試 験 結 果 単 位 試 験 方 法 基 準 値

5度以下

2度以下

異常でないこと

異常でないこと

色度

濁度

味

臭気

*以下余白*

満
　
満

未
　
未

1

1

異常なし

異常なし

度

　

度

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

平成15年厚生労働省告示第261号

備考等 :以上の水質試験項 目については水質基準

5779-2301-001-01


